
令 和 ５ 年 度 

逗 子 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ５ 号 ） 

逗 子 市 





 － 1 － 

議案第52号 

令和５年度逗子市一般会計補正予算（第５号） 

令和５年度逗子市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ116,598千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ22,946,222千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

令和５年９月６日提出 

逗子市長 桐ケ谷 覚 



15 3,738,084 66,807 3,804,891

1 国庫負担金 2,639,338 45,145 2,684,483

2 国庫補助金 1,084,917 21,662 1,106,579

20 362,220 27,591 389,811

1 繰越金 362,220 27,591 389,811

22 1,724,100 22,200 1,746,300

1 市債 1,724,100 22,200 1,746,300

22,829,624 116,598 22,946,222

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

国庫支出金

繰越金

市債

歳　　入　　合　　計
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2 2,776,988 31,641 2,808,629

1 総務管理費 2,209,388 30,761 2,240,149

3 戸籍住民基本台帳費 192,707 880 193,587

3 9,972,234 14,153 9,986,387

1 社会福祉費 4,907,265 12,778 4,920,043

2 児童福祉費 4,190,491 935 4,191,426

3 生活保護費 874,476 440 874,916

4 2,402,646 53,509 2,456,155

1 保健衛生費 914,765 44,599 959,364

2 清掃費 1,487,881 8,910 1,496,791

6 131,895 12,000 143,895

1 商工費 131,895 12,000 143,895

9 1,816,316 5,295 1,821,611

1 教育総務費 376,874 394 377,268

2 小学校費 696,011 4,901 700,912

22,829,624 116,598 22,946,222

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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総務費

民生費

衛生費

商工費

教育費

歳　　出　　合　　計



第２表　債務負担行為補正

１　追　加 （単位　千円）

第３表　地方債補正

１　追　加 （単位　千円）

２　変　更 （単位　千円）

限度額

小学校給食調理等業務 令和６年度 87,713

事　　　項 期　　　間 限　度　額

起 債 の 目 的

－ － －

起 債 の 目 的
補　　正　　前 補　　正　　後

限度額
起債の
方法

利率
償還の
方法

民間保育施設等整備事業費 1,000 － － － 1,100 

償還の
方法

限度額
起債の
方法

利率

普通貸借又は証
券発行 （ただし、利率

見直し方式で借
り入れる政府資
金及び地方公共
団体金融機構資
金について、利
率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率）

起債の方法 利率

5％以内

償還の方法

政府資金については、そ
の融資条件により、銀行
その他の場合には、その
債権者との協定条件によ
る。
ただし、市財政の都合に
より据置期間及び償還期
限を短縮し、若しくは繰
上償還又は低利に借換え
ることができる。

市民交流センター整備事業費 22,100 

事業の進捗又は
その他の都合に
より、起債の全
部又は一部を翌
年度に繰越して
起債することが
できる。
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令 和 ５ 年 度 

逗子市一般会計補正予算（第５号）に関する説明書 

逗 子 市 



 

 



１　総　　括

（歳　　入）

15 国庫支出金 3,738,084 66,807 3,804,891

20 繰越金 362,220 27,591 389,811

22 市債 1,724,100 22,200 1,746,300

22,829,624 116,598 22,946,222

 千円  千円

歳　　入　　合　　計
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歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円



























＊職員数欄の（　　）内の数字は、短時間勤務職員の人数（外数）

（単位　千円）

＊職員数欄の（　　）内の数字は、短時間勤務職員の人数（外数）

（単位　千円）

比    較 0 0 0 0 0

補 正 前 148,893 9,355 52,469 751,658 30,000

補 正 後 148,893 9,355 52,469 751,658 30,000

区　　分 時間外勤務手当 夜間勤務手当 休日勤務手当 期末勤勉手当 退職手当

42,272 7,144 63,300

比    較 0 0 0 0 0 0

通勤手当 特殊勤務手当 管理職手当

補 正 後 48,844 222,246 40,536 42,272 7,144 63,300

(0)

職員手当

の 内 訳

区　　分 扶養手当 地域手当 住居手当

補 正 前 48,844 222,246 40,536

(36)

比    　較
0

0 0 0 0 0

3,769,484
(36)

補 正 前
429

1,740,657 1,416,717 3,157,374 612,110 3,769,484

備　　考給　　　料
　　　　（千円）

職 員 手 当
　　　　　（千円）

計
　　　　 （千円）

補 正 後
429

1,740,657 1,416,717 3,157,374 612,110

　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区　　分 職　員　数
　　　　　（人）

給　　　　与　　　　費

共 済 費
　　　　（千円）

合　　計
　　　　　（千円）

比    較 0 0 0 20 0

補 正 前 148,893 9,355 52,469 835,552 30,000

補 正 後 148,893 9,355 52,469 835,572 30,000

0

補 正 前 48,844

区　　分 時間外勤務手当 夜間勤務手当 休日勤務手当 期末勤勉手当 退職手当

比    較 0 0 0 0 0

222,246 40,536 42,272 7,144

特殊勤務手当 管理職手当

63,300

63,300

補 正 後 48,844 222,246 40,536 42,272 7,144

0 389
()

職員手当

の 内 訳

区　　分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当

638,129 4,457,513
(586)

比    　較
0

369 0 20 389

638,129 4,457,902
(586)

補 正 前
429

578,116 1,740,657 1,500,611 3,819,384

補 正 後
429

578,485 1,740,657 1,500,631 3,819,773

給　　　　与　　　　費

共 済 費
　　　　　（千円）

合　　計
　　　　　（千円）

備　　考報　　　酬
　　　　　（千円）

給　　　料
　　　　（千円）

職 員 手 当
　　　　　（千円）

計
　　　　 （千円）

給　　与　　費　　明　　細　　書

１　一　般　職

（１）総　　　括

区　　分 職　員　数
　　　　　　（人）
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＊職員数欄の（　　）内の数字は、短時間勤務職員の人数（外数）

（単位　千円）

　　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

特 殊 勤 務 手 当 0 退 職 手 当 0

通 勤 手 当 期 末 勤 勉 手 当 20

地 域 手 当 0

備　　　　　　　　　　　　　　　　　考

管 理 職 手 当 0

扶 養 手 当 0 時 間 外 勤 務 手 当

0

増減額（千円） 増減額（千円）

住 居 手 当 0 休 日 勤 務 手 当

夜 間 勤 務 手 当

増減分 充実事業

比    較 0 0 0

20 その他の 20 支援教育

20 0

補 正 前 0 0 0 83,894 0

補 正 後 0 0 0 83,914 0

区　　分 時間外勤務手当 夜間勤務手当 休日勤務手当 期末勤勉手当 退職手当

0

比    較 0 0 0 0 0 0

補 正 前 0 0 0 0 0

通勤手当 特殊勤務手当 管理職手当

補 正 後 0 0 0 0 0 0

389 0 389
()

職員手当

の 内 訳

区　　分 扶養手当 地域手当 住居手当

662,010 26,019 688,029
(550)

比    　較
0

369 0 20

662,399 26,019 688,418
(550)

補 正 前
0

578,116 0 83,894

備　　考報　　　酬
　　　　　（千円）

給　　　料
　　　　（千円）

職 員 手 当
　　　　　（千円）

計
　　　　 （千円）

補 正 後
0

578,485 0 83,914

　　イ　会計年度任用職員

区　　分 職　員　数
　　　　　　（人）

給　　　　与　　　　費

共 済 費
　　　　　（千円）

合　　計
　　　　　（千円）

職
　
員
　
手
　
当

区分 増  減  額
　　　　 （千円）

増 減 事 由 別 内 訳
　　　  　　　　　　     　（千円）

説明
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事　　　　項 限　度　額

期　　間 金　　額

小学校給食調理等業務 87,713 0

額又は支出額の見込み及び当該年度

前年度末までの支出（見込）額

債務負担行為で翌年度以降にわたる
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（単位　千円）

期　　間 金　　額 国県支出金 地方債 その他

令和６年度 87,713 0 0 0 87,713

ものについての前年度末までの支出

以降の支出予定額等に関する調書

特　定　財　源

左　の　財　源　内　訳

一般財源

当該年度以降の支出予定額
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（単位　千円）

当該年度中増減見込み

当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

当該年度中元
金償還見込額

１

(1) 総 務 522,750 526,178 86,500 105,843 506,835

(2) 民 生 404,765 391,140 247,600 38,839 599,901

(3) 衛 生 291,180 264,690 14,000 26,939 251,751

(4) 清 掃 715,050 591,964 229,200 291,037 530,127

(5) 農 林 水 産 47,917 44,892 3,025 41,867

(6) 商 工 2,041 1,600 1,600

(7) 土 木 2,559,487 2,594,057 432,200 222,108 2,804,149

(8) 公 営 住 宅 708,945 634,042 36,000 68,501 601,541

(9) 消 防 279,057 299,112 348,500 48,019 599,593

(10)教 育 1,443,292 1,213,287 206,100 293,873 1,125,514

２

(1) 土 木 63,300 62,037 5,050 56,987

３

(1) 減 税 補 て ん 債 144,044 94,472 38,970 55,502

(2) 臨時財政対策債 10,174,420 9,669,053 173,000 811,753 9,030,300

(3) 退 職 手 当 債

(4) 減 収 補 て ん 債 34,912 34,912 4,364 30,548

17,391,160 16,421,436 1,773,100 1,958,321 16,236,215

前 年 度 末
現在高見込額

当該年度末現
在 高 見 込 額

計

そ の 他

普 通 債

前々年度末
現 在 高

区　　　分

災 害 復 旧 債

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及
び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
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議 案 等 資 料 

（補正予算資料） 



令　和 5 年 第 3 回

議案第 52 号

令　和 5 年度 会計

5 号

課かい名

歳入歳出予算

　歳出 ページ

款 項 目 事業１ 事業２
科　目

事業名

補正額 千円

　歳入 4.5 ページ

款 項 目 節 細節
科　目 15 2 1 1 2

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

説明

予算説明書

予算説明書

定例会

一般

補正予算　　第

財政課

議　案　等　資　料　（補正予算資料）

　消費喚起、消費の下支えのための事業を実施する市内の商店街団体等
を支援する事業の財源として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生
臨時交付金を予算化するもの。

（歳入）
　・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　12,000千円
　　（詳細別紙）

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

12,000



単位:千円

予算区分 課名 款 ・ 項 ・ 目 充当額

補正
第２号

社会福祉課 03 - 01 - 01 002 - 10
住民税非課税世帯等に対する生活支援
金支給事業 3,000 

3,000 

障がい福祉課 03 - 01 - 02 004 - 01 障害者自立支援給付等支給事業 1,842 

高齢介護課 03 - 01 - 03 003 - 03 生きがい推進事業 204 

高齢介護課 03 - 01 - 03 008 - 03
物価高騰等対策高齢者福祉サービス等
支援金給付事業 12,650 

保育課 03 - 02 - 02 003 - 06 一時預かり事業 120 

保育課 03 - 02 - 02 003 - 08 放課後児童クラブ事業 271 

保育課 03 - 02 - 02 004 - 02 民間保育所等運営支援事業 2,456 

国保健康課 04 - 01 - 01 003 - 02 医療関係機関等助成事業 5,979 

23,522 

補正
第５号

経済観光課 06 - 01 - 02 002 - 01 逗子市商工会助成事業 12,000 

12,000 

38,522 　令 和 ５ 年 度 予 算 充 当 額   合  計

補 正 第 ２ 号　　計

１．新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（重点交付金・推奨事業メニュー分）　充当事業一覧

補 正 第 ３ 号　　計

補正
第３号

補 正 第 ５ 号　　計

事　　業

議案第52号資料



令　和 5 年 第 3 回

議案第 52 号

令　和 5 年度 会計

5 号

課かい名

歳入歳出予算

　歳出 6.7 ページ

款 項 目 事業１ 事業２
科　目 2 1 9 1 2

事業名

補正額 千円

　歳入 4.5 ページ

款 項 目 節 細節
科　目 15 2 1 1 3

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

説明

議　案　等　資　料　（補正予算資料）

 歳出
 地方公共団体情報システム標準化に係る調査分析等業務委託料

5,861千円

 歳入（補助率10/10）
 デジタル基盤改革支援補助金
 地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事業　5,861千円

予算説明書

電子計算システム管理事業

5,861

予算説明書

デジタル基盤改革支援補助金

5,861

定例会

一般

補正予算　　第

デジタル推進課

  地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、標準化対象業務
について、デジタル基盤改革支援補助金を活用し、現行仕様と標準仕様
の比較分析を行うために調査分析資料作成を事業者に委託するもの。



地方公共団体情報システム標準化基本方針の概要

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

標準準拠システムへの移行
（地方自治体）

移行支援期間
（2025年度までに、ガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行を目指し、

国はそのために必要な支援を積極的に実施）
先行事業

（標準準拠していないシステム）

○ 「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」（令和3年法律第40号）第５条に基づき、標準化の推進に関する基本的
な事項について、地方公共団体情報システム標準化基本方針（以下「基本方針」という。）を定めるもの。

○ 内閣総理大臣、総務大臣及び所管大臣が、関係行政機関の長に協議、地方３団体から意見聴取の上、作成（閣議決定）。

移行期間：「2025年度までに、ガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行を目指す」
情報システムの運用経費等：「平成30年度（2018年度）比で少なくとも３割の削減を目指す」

地方公共団体におけるデジタル基盤の整備、競争環境の確保、システムの所有から利用へ、迅速で柔軟なシステムの構築

→ 国又は地方公共団体は、従来、時間と費用の両面から大きなコストが生じていた基幹業務システムからのデータの取り込みを円滑に行うことが可能と
なり、迅速な国民向けサービスの開始に寄与する。

→ デジタル庁は総務省とともに、全地方公共団体の移行スケジュール及び移行に当たっての課題を把握し、その解決に地方公共団体と協力して取り
組むこととする。

・標準化対象事務の範囲
・標準準拠システムの機能等に係る必要な最
小限度の改変又は追加
・推進体制
（制度所管府省の役割、関係府省会議）
・意見聴取等

・共通標準化基準に関する基本的な事項
（データ要件・連携要件、セキュリティ、
ガバメントクラウドの利用、共通機能）

・標準化基準の策定に関する基本的な事項
（標準化基準の策定・変更方針、適合性
の確認、検討体制）

・地方公共団体への財政支援
（財政支援に関する基本的考え方、
デジタル基盤改革支援補助金）

・地方公共団体へのその他の支援
（情報提供、市区町村の進捗管理、
デジタル人材、都道府県の役割等）

統一・標準化の意義及び目標

施策に関する基本的な方針 標準化基準に関する基本的な事項 その他推進に必要な事項

デジタル庁作成
議案第52号資料



令　和 5 年 第 3 回

議案第 52 号

令　和 5 年度 会計

5 号

課かい名

歳入歳出予算

　歳出 6.7 ページ

款 項 目 事業１ 事業２
科　目 2 1 14 4 1

事業名

補正額 千円

　歳入 ページ

款 項 目 節 細節
科　目

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

説明

議　案　等　資　料　（補正予算資料）

 防犯カメラの設置費等について、その一部を補助するもの。
  （補助率等）
　 補助対象経費の４分の３（1台につき上限額250,000円）

  【歳出】
　　 地域防犯カメラ設置事業補助金　1,250千円（250,000円×5台分）

予算説明書

防犯対策事務費

1,250

予算説明書

定例会

一般

補正予算　　第

防災安全課

  防犯カメラを新規設置する商店会及び自治会・町内会等の団体に補助
金を交付し、犯罪のない安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図
る。



議案第 52号資料（防災安全課） 

 

 

地域防犯カメラ設置事業補助金の見直し 

 

 

 自治会及び商店街等に対する地域防犯カメラ設置事業補助金について、今年度から県補助制度が

見直されたことを踏まえ、本市補助制度の補助額（率）等について見直しを行うもの。 

 

 

１ 現行（令和 4年度）の補助制度       ※県が自治会等へ直接補助 

（１）県補助金  （補助率）１／２  （上限額）40,000円 

（２）市補助金  10,000円 

 

２ 見直し後（令和 5年度から）の補助制度   ※県は市の補助額を間接補助 

（１）県補助金  （補助率）市が補助した額の１／３   

（２）市補助金  （補助率）３／４   （上限額）250,000円 

 

３ 財源比較（モデルケース：設置費用 400,000円） 

 令和 4年度 令和 5年度から 

カメラ等設置費用 400,000円 400,000円 

自治会負担 350,000円 150,000円 

市負担（一般財源） 10,000 円 167,000円 

 
市補助金 10,000円 250,000円 

県補助金 40,000円 83,000円 

         ※県補助金（1/3）については、令和 5.6年度の収入化は見込めない。 

 

 

＜参考＞補助制度の概要 

（補助対象経費）※従来と変更なし 

・防犯カメラ本体、録画装置及び設置を示す看板の購入費 

・設置柱及びケーブル等の設置工事費 

（補助率等） 

   補助対象経費×３／４ または 250,000円（カメラ 1台あたり）の低い額 

 



補助対象経費

防犯カメラ購入費
＋

設置工事費

特定財源
(寄付金等)

特定財源を控除し
た額

（Ａ－Ｄ）

県補助額（Ｅ×1/2）
～H30（18万円/台）
～R2（15万円/台）
R3（8万円/台）
R4（4万円/台）

市町村負担金
団体負担金
(町内会等)

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

1 H29 逗子市池子2－21付近 アザリエ第一自治会 1 257,040 16,200 273,240 0 257,040 128,000 20,000 125,240

2 H29 逗子市小坪1－15付近 亀が岡自治会 2 364,000 16,200 380,200 0 364,000 182,000 40,000 158,200

3 H29 逗子市小坪6－15付近 光明寺団地自治会 2 540,693 16,200 556,893 0 540,693 270,000 40,000 246,893

4 H29 逗子市沼間3－301付近 逗子アーデンヒル自治会 1 516,375 0 516,375 0 516,375 180,000 20,000 316,375

5 H29 逗子市沼間3－26付近 逗子アーデンヒル自治会 1 516,375 0 516,375 0 516,375 180,000 20,000 316,375

6 H29 逗子市池子2－23付近 アザリエ第一自治会 1 257,040 16,200 273,240 0 257,040 128,000 20,000 125,240

7 H29 逗子市小坪6－10付近 光明寺団地自治会 1 311,387 16,200 327,587 0 311,387 155,000 20,000 152,587

8 H29 逗子市小坪1－21付近 亀が岡自治会 2 364,000 16,200 380,200 0 364,000 182,000 40,000 158,200

9 H30 逗子市池子3-11付近 アザリエ第二自治会 1 400,000 0 400,000 0 400,000 180,000 10,000 210,000

10 H30 逗子市小坪1-25付近 逗子市亀が岡自治会 2 361,800 13,000 374,800 0 361,800 180,000 20,000 174,800

11 R1 逗子市久木8-5付近 逗子ハイランド自治会 2 400,200 39,300 439,500 0 400,200 200,000 20,000 219,500

12 R1 逗子市小坪3-16付近 披露山庭園住宅管理組合 1 920,700 0 920,700 0 920,700 150,000 10,000 760,700

13 R1 逗子市桜山5-12付近 逗子桜山ハイツ自治会 1 253,000 0 253,000 0 253,000 126,000 10,000 117,000

14 R1 逗子市池子3-6付近 アザリエ第三自治会 1 693,000 0 693,000 0 693,000 150,000 10,000 533,000

15 R1 逗子市桜山5-8付近 五桜会 1 253,000 0 253,000 0 253,000 126,000 10,000 117,000

16 R1 逗子市山の根1-3付近 山の根会 1 511,500 0 511,500 0 511,500 150,000 10,000 351,500

17 R1 逗子市逗子4-1付近 新逗子通り商店会 1 481,800 0 481,800 0 481,800 150,000 10,000 321,800

18 R1 逗子市小坪1-11付近 逗子市亀が岡自治会 2 365,700 14,300 380,000 0 365,700 182,000 20,000 178,000

19 R1 逗子市小坪3-16付近 披露山庭園住宅管理組合 1 920,700 0 920,700 0 920,700 150,000 10,000 760,700

20 R1 逗子市逗子4-1付近 新逗子通り商店会 1 481,800 0 481,800 0 481,800 150,000 10,000 321,800

21 R1 逗子市小坪1-11付近 逗子市亀が岡自治会 1 182,850 7,150 190,000 0 182,850 91,000 10,000 89,000

22 R2 逗子市桜山6-1336付近 葉桜自治会 1 535,000 22,000 557,000 0 535,000 150,000 10,000 375,000

23 R4 逗子市池子3-5付近 アザリエ第５自治会 1 370,810 127,190 498,000 0 370,810 40,000 10,000 448,000

29 10,258,770 320,140 10,578,910 0 10,258,770 3,580,000 400,000 6,576,910

平均事業費 459,953 ／１回

1台あたり平均費用（補助対象経費） 401,398 ／１台 （披露山庭園住宅及び複数台購入の場合を除く。）

事業費合計
（Ａ＋Ｂ）

補助対象経費の内訳（Ｄ+Ｆ+Ｇ+Ｈ）

合　　計

〇地域防犯カメラ設置事業補助金　

議案第52号資料（防災安全課）

（単位：円）

設置
年度

設置場所 設置者

防犯
ｶﾒﾗ
設置
台数

補助対象外
経費



令　和 5 年 第 3 回

議案第 52 号

令　和 5 年度 会計

5 号

課かい名

歳入歳出予算

　歳出 6.7 ページ

款 項 目 事業１ 事業２
科　目 2 1 15 1 2

事業名

補正額 千円

　歳入 4.5 ページ

款 項 目 節 細節
科　目 22 1 1 1 3

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

説明

議　案　等　資　料　（補正予算資料）

【歳出】
 工事請負費　23,650千円
　
  フェスティバルパークの人工芝化については、市制施行70周年記念事
業としても位置付けており、令和６年４月21日の記念式典開催に合わ
せ、リニューアルオープンを予定している。

予算説明書

市民交流センター整備事業

23,650

予算説明書

市民交流センター整備事業債

22,100

定例会

一般

補正予算　　第

市民協働課

  フェスティバルパークについて、日常的な維持管理は行っているものの、
全体的に芝生が剥がれ下地の土が露出する等、激しく劣化しており、根本的
な修繕が必要な状況である。今後フェスティバルパークがより多くの市民や
団体等に利用される活動拠点となるよう、敷地を全面人工芝化するもの。



令　和 5 年 第 3 回

議案第 52 号

令　和 5 年度 会計

5 号

課かい名

歳入歳出予算

　歳出 6.7 ページ

款 項 目 事業１ 事業２
科　目 2 3 1 3 1

事業名

補正額 千円

　歳入 ページ

款 項 目 節 細節
科　目

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

説明

議　案　等　資　料　（補正予算資料）

　
  歳出
　　戸籍情報システムクラウド化対応業務委託料　880千円

予算説明書

戸籍情報システム管理事業

880

予算説明書

定例会

一般

補正予算　　第

戸籍住民課

　戸籍情報システムのクラウド化に伴い、住基システムとの連携の再設定費が必
要なため。



令　和 5 年 第 3 回

議案第 52 号

令　和 5 年度 会計

5 号

課かい名

歳入歳出予算

　歳出 6.7 ページ

款 項 目 事業１ 事業２
科　目 3 1 2 8 1

事業名

補正額 千円

　歳入 4.5 ページ

款 項 目 節 細節
科　目 15 2 1 1 3

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

説明

議　案　等　資　料　（補正予算資料）

 歳出
   障がい福祉システムに係る標準化・共通化に係る比較分析作業業務
   委託料 2,530千円

 歳入（補助率10/10）
   デジタル基盤改革支援補助金（デジタル推進課）　　　  2,530千円

予算説明書

障がい者支援事務費

2,530

予算説明書

デジタル基盤改革支援補助金

2,530

定例会

一般

補正予算　　第

障がい福祉課

  地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、標準化対象業務
について、デジタル基盤改革支援補助金を活用し、現行仕様と標準仕様
の比較分析を行うために調査分析資料作成を事業者に委託するもの。



令　和 5 年 第 3 回

議案第 52 号

令　和 5 年度 会計

5 号

課かい名

歳入歳出予算

　歳出 8.9 ページ

款 項 目 事業１ 事業２
科　目 3 2 2 8 4

事業名

補正額 千円

　歳入(1) 4.5 ページ

款 項 目 節 細節
科　目 15 2 2 3 4

細節名

補正額 千円

　歳入(2) 4.5 ページ

款 項 目 節 細節
科　目 22 1 2 2

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

説明

予算説明書

議　案　等　資　料　（補正予算資料）

定例会

一般

補正予算　　第

保育課

予算説明書

保育所等緊急整備事業

935

予算説明書

保育所等整備交付金

831

民間保育施設等整備事業

100

  就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱に定める、令和５年度の補
助割合が変更となったため、補助額を変更するもの。

  こども家庭庁が提示する就学前教育・保育施設整備交付金の補助率が
変わり、内示額が変更となったため、差額について増額補正するもの。
 ＜歳出＞
  内示後補助額13,079,000円-当初予算額12,144,000円=935,000円
 ＜歳入＞
 内示額11,626,000円-当初予算額10,795,000円=831,000円



令　和 5 年 第 3 回

議案第 52 号

令　和 5 年度 会計

5 号

課かい名

歳入歳出予算

　歳出 8.9 ページ

款 項 目 事業１ 事業２
科　目 3 3 1 2 1

事業名

補正額 千円

　歳入 4.5 ページ

款 項 目 節 細節
科　目 15 2 1 1 3

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

説明

議　案　等　資　料　（補正予算資料）

歳出
　地方公共団体情報システム標準化（生活保護システム）に係る調査
 分析等業務委託料　　　　　    　　　　　　　　　440千円

歳入（補助率10/10）
　デジタル基盤改革支援補助金　　　　　　　　　　　440千円

予算説明書

生活保護事務費

440

予算説明書

デジタル基盤改革支援補助金

440

定例会

一般

補正予算　　第

社会福祉課

  地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、標準化対象業務
である生活保護システム「ふれあい」について、現行仕様と標準仕様の
比較分析を行うために調査分析資料作成を事業者に委託するもの。



令　和 5 年 第 3 回

議案第 52 号

令　和 5 年度 会計

5 号

課かい名

歳入歳出予算

　歳出 8.9 ページ

款 項 目 事業１ 事業２
科　目 4 1 2 1 7

事業名

補正額 千円

　歳入 4.5 ページ

款 項 目 節 細節
科　目 15 1 2 1 3

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

説明

議　案　等　資　料　（補正予算資料）

【歳出】44,599千円
　医療費：113,400円
　医療手当：74,000円
　死亡一時金：44,200,000円
　葬祭料：212,000円

【歳入】45,145千円
　予防接種健康被害給付費負担金：45,145,000円
　※支出済給付費の財源更正分含む

予算説明書

予防接種健康被害給付費

44,599

予算説明書

予防接種健康被害給付費負担金

45,145

定例会

一般

補正予算　　第

国保健康課

  予防接種健康被害救済制度に基づき、対象者が負担した医療費等につ
いて、市が対象者へ給付するため、予算計上するもの。



令　和 5 年 第 3 回

議案第 52 号

令　和 5 年度 会計

5 号

課かい名

歳入歳出予算

　歳出 10.11 ページ

款 項 目 事業１ 事業２
科　目 4 2 2 5 1

事業名

補正額 千円

　歳入 ページ

款 項 目 節 細節
科　目

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

説明

議　案　等　資　料　（補正予算資料）

 歳出
　事務所棟トイレ排水管更新工事　一式　８，９１０千円

予算説明書

センター維持管理事業

8,910

予算説明書

定例会

一般

補正予算　　第

環境クリーンセンター

  事務所棟のトイレ汚水管が、経年劣化により腐食し、階下の可燃ごみ
プラットホーム天井に設置の汚水管から漏洩しており、当該トイレが使
用できない状況であることから、緊急に施工する必要があるため。



令　和 5 年 第 3 回

議案第 52 号

令　和 5 年度 会計

5 号

課かい名

歳入歳出予算

　歳出 10.11 ページ

款 項 目 事業１ 事業２
科　目 6 1 2 1 2

事業名

補正額 千円

　歳入 4.5 ページ

款 項 目 節 細節
科　目 15 2 1 1 2

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

説明

議　案　等　資　料　（補正予算資料）

 補助金　12,000千円
 　  (詳細別紙）

予算説明書

逗子市商工会助成事業

12,000

予算説明書

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

12,000

定例会

一般

補正予算　　第

経済観光課

  原油価格・物価高騰等の予期せぬ経済環境の変化に影響を受け、商工
会の事業支援のもと、商店街団体等自らが消費を喚起する事業を計画
し、消費下支えを図るための取り組みを支援することで、減少した商店
等の利用客を呼び戻し、地域経済の持続的発展を推進するため。



令和５年第３回定例会議案第 52 号 

経済観光課説明資料 

逗子市商工会助成事業（商店街団体等消費喚起事業費補助金）の概要 

１ 目的 

原油価格・物価高騰等の予期せぬ経済環境の変化の影響を受け、商工会の事業支援のもと、商店

街団体等自らが消費を喚起する事業を計画し、消費下支えを図るための取り組みについて支援する

ことで、減少した商店等の利用客を呼び戻し、地域経済の持続的発展を推進する。 

２ 実施方法 

   市から逗子市商工会に補助金を交付し、商工会が商店街団体等消費喚起事業費補助金交付事務局

となり、商工会事業として消費喚起のための事業を実施する市内の商店街団体等を公募し、補助金

を交付するとともに事業支援を行う。 

３ 予算額  12,000,000円 

     逗子市商工会助成事業・補助金  12,000,000円 

４ 商店街団体等消費喚起事業費補助金の概要 

（1）補助対象者 商店街団体等とは、それぞれ当該各号に定めるところによる 

ア 商店街人口組合法に規定する商店街振興組合若しくは商店街振興組

合連合会又は中小企業等協同組合法に規定する商店街の事業協同組合 

イ アに掲げる以外の法人化された商店街団体 

ウ ア及びイに掲げる以外の商店街団体 

エ 商店街（会）を主な構成員とする実行委員会 

オ 商店街（会）と連携して事業を行う団体のうち市長が認めるもの 

（2）補助対象事業 ①消費喚起事業

物価高騰等の影響を受けた生活者に対して地域ごとに消費を喚起する取

組 

②重点取組事業

物価高騰等の影響を受けた生活者に対して市内全域で商店等を回遊さ

せ、消費を喚起する取組 

（3）補助対象経費 補助対象事業にかかる経費のうち、次の条件を満たすもの 

・補助事業完了日は令和６年２月 29日までに設定し、交付決定日から補

助事業完了日までに「発注・契約・購入・納品・支払い・補助事業実

施」等の全てが含まれ、かつ完了すること 

・補助事業の遂行に必須であると認められること 

・経費支出の証拠書類によって支払金額が確認できること 

・経費支出の証拠書類により経費の内容を具体的かつ数量等が明確に特

定できること 

・補助事業以外の経費（補助事業以外の通常事業・取引等）と明確に分

離でき、特定できること 

【具体な経費の例】 

計画に基づき必要な広報費、ウェブサイト関連費、委託・外注費、人件

費、賃借料、商品券プレミアム分、景品費 等 
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【対象外経費】 

資産になる物や事業実施後の使用が見込まれるもの（パソコン、プリン 

ター、カメラ、テント、テーブル、椅子等の購入費）、団体構成員の直接 

人件費、公租公課等国や地方公共団体への支払い、商品券、切手、プリ 

ペイドカード等換金性の高いものの購入費、特定の宗教・政治団体と関 

わるものや公序良俗に反するもの、その他逗子市と協議のうえ不適当と 

認めるもの。 

（4）補助上限額 消費喚起事業：100万円 

重点取組事業：700万円 

（5）補助率 10/10 

（6）補助対象事業実施

期間 

令和 5年 10月 1日から令和 6年 2月 29日まで 

（7）補助対象事業者公

募期間 

令和 5年 10月 20日から令和 5年 11月 30日まで 

 

５ 事務局予算 

【収入】 

科 目 予 算 額 摘 要 

市からの補助金 12,000,000円  

商工会事業費より繰入 500,000円  

合 計 12,500,000円  

【支出】 

科 目 予 算 額 摘 要 

事業費 12,500,000円 

《商店街等団体事業補助》 10,000,000円 

【消費喚起事業】 

1団体当たり 50万円×6団体（見込） 

【重点取組事業】 

1団体当たり上限 700万円×1団体（見込） 

 

《審査及び商店街団体等事業サポート業

務》 2,500,000円 

【内訳】 

・消耗品費 50,000円 

・全体広報費 350,000円 

・人件費 1,999,000円  

・予備費 101,000円 

 

合 計 12,500,000円  

※事業費については、終了後に市へ実績を報告のうえ精算することとする。 
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5 号

課かい名

歳入歳出予算

　歳出 10.11 ページ

款 項 目 事業１ 事業２
科　目 9 1 3 2 3

事業名

補正額 千円

　歳入 ページ

款 項 目 節 細節
科　目

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

説明

議　案　等　資　料　（補正予算資料）

  モデル校（１校）における特別支援補助教員の配置を、当初予算（週
18時間）から週29時間とし、学校での勤務を週４日18時間（１日４～５
時間）から、週５日29時間（１日５～６時間）とする。

 特別支援補助教員（差額分）報酬　　　369千円
 期末手当（差額分）　        　　　　 20千円
 費用弁償　　　　　　　　　　　　　　　5千円

予算説明書

支援教育充実事業

394

予算説明書

定例会

一般

補正予算　　第

学校教育課

  教育相談コーディネーターが、コーディネーター業務に十分専念でき
るよう、特別支援補助教員を拡充するため。
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5 号

課かい名

歳入歳出予算

　歳出 10.11.12.13 ページ

款 項 目 事業１ 事業２
科　目 9 2 2 3 1

事業名

補正額 千円

　歳入 ページ

款 項 目 節 細節
科　目

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 4 ページ

補正の理由

説明

議　案　等　資　料　（補正予算資料）

 ・久木小学校及び小坪小学校給食室修繕、工事等
 　   給食室設備等修繕料　　　941千円
 　   給食室設備等工事費　　3,119千円
 　　 備品購入費　  　　　　　841千円

 ・（債務負担行為）小学校給食調理等業務　限度額　87,713千円
　　  逗子小学校、久木小学校、小坪小学校の給食調理等業務委託に

 ついて、令和６年４月１日以降の委託事業者を選定するための
 債務負担行為の設定

予算説明書

小学校給食運営事業

4,901

予算説明書

定例会

一般

補正予算　　第

学校教育課

債務負担行為

・老朽化した給食調理施設の不具合のうち、緊急性の高いものの整備を
行うもの。
・給食調理等業務委託についての債務負担行為の設定。
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